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津市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

  平成２６年７月４日  

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３５号 

   津市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

津市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年

津市規則第１１４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「及び外科」を「、外科、心療内科及び小児科」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。   

平成２６年７月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３６号 

   津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市国民健康保険条例施行規則（平成１８年津市規則第１１３号）の一部を

次のように改正する。 

 第１７号様式（裏）を次のように改める。 



（裏） 

国民健康保険料について 

1 賦課の根拠及び納付義務者 

この保険料は、国民健康保険法及び津市国民健康保険条例に基づき、被保険者の属する世帯の世帯主（世帯主が国保に加入していない

場合でも、世帯員の誰かが加入していればその世帯主）に課せられます。 

2 保険料算出について 

国民健康保険料＝ 基礎賦課額＋ 後期高齢者支援金等賦課額＋ 介護納付金賦課額 

 基礎賦課額＝所得割額※1＋被保険者均等割額＋世帯別平等割額 

 後期高齢者支援金等賦課額＝所得割額※1＋被保険者均等割額＋世帯別平等割額 

 介護納付金賦課額※2＝所得割額※1＋被保険者均等割額＋世帯別平等割額 

※1 所得割額の計算方法 

所得割額＝基準総所得額（所得合計額－基礎控除額 33万円）×所得割料率 

世帯の所得割額を算出する際は、加入者全員について算出し、合算した額となります。 

※2 介護納付金賦課額 

介護保険第 2号被保険者（40歳以上 65歳未満）に該当する場合に賦課します。 

賦課限度額（  万円）＝基礎賦課限度額（  万円）＋後期高齢者支援金等賦課限度額（  万円）＋介護納付金賦課限度額（  万円） 

3 保険料の軽減について 

所得金額が一定額以下の世帯は、被保険者均等割額と世帯別平等割額を減額します。 

※65 歳以上の公的年金受給者は、公的年金所得金額から 15万円を控除した額が軽減を判定する額になります。 

4 後期高齢者医療制度に伴う保険料緩和措置 

 旧被扶養者 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療被保険者になったことにより国保加入した 65歳以上の方。 

減免申請により当分の間減額（所得割賦課なし、被保険者均等割半額、旧被扶養者のみの世帯は世帯別平等割額半額（7 割・5 割軽減優

先）します。 

軽減割合 被保険者に係る所得合算額 

7  割 33 万円以下 

5  割 33 万円＋24.5 万円×被保険者数 以下 

2  割 33 万円＋45 万円×被保険者数 以下 



 特定同一世帯所属者 ※3と世帯を同じくする国保加入者 

※3 国保被保険者から後期高齢者医療被保険者になった方で、継続して国保世帯に属する方（年齢制限なし）。 

特定同一世帯所属者を軽減判定に含めて判定（最大 5 年間）します。また、国保に単身で被保険者となる方がいる場合、世帯別平等

割額を減額（最初の 5年間は半額、それ以降の 3年間を 4分の 1、最大 8年間）、軽減該当者は減額後さらに軽減適用します。 

5 不服がある場合 

この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 60 日以内に三重県国民健康保険審査会に対して審査請求

をすることができます。 

また、この審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、津市を被告として処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

なお、この訴えは、前記の審査請求に対する裁決を受けた後でなければ提起することができないこととされていますが、行政事件訴訟法

第 8条第 2項各号のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで、訴えを提起することができます。 

6 滞納した場合 

 延滞金 

納期限までに保険料が納入されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、保険料額（1,000 円未満の端数があ

るとき、又はその全額が 2,000 円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に年 14.6 パーセント（納期限の翌日から

１箇月を経過する日までの期間については、年 7.3 パーセント）の割合（当該年の前年に租税特別措置法第 93 条第 2 項の規定により告示

された割合に年 1 パーセントの割合を加算した割合（以下「特例基準割合」といいます。）が年 7.3 パーセントの割合に満たない場合に

は、その年（以下「特例基準割合適用年」といいます。）中においては、年 14.6 パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合に年 7.3 パーセントの割合を加算した割合とし、年 7.3 パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年 1 パーセ

ントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年 7.3 パーセントの割合を超える場合には、年 7.3 パーセントの割合）とします。）を

乗じて計算した金額が加算されます。 

 督促手数料 

納期限までに完納されないと 20 日以内に督促状を発送しますが、その場合は督促手数料 80 円を加算して納付しなければなりません。 

 滞納処分 

 督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納しないときは、滞納処分を受けることがあります。 

7     年度仮徴収保険料額について 

国民健康保険料は、前年の所得金額によって決定しますので、前年所得金額が確定し、保険料を決定するまでは、暫定的な金額で国民

健康保険料を年金から仮徴収することとなります。仮徴収となる各月の保険料額は、    年  月に年金天引きされる金額と同じで

す。仮徴収額が変更となる場合や、    年度国民健康保険料額を決定する場合は、別途通知します。 



●　納付場所

この領収書は こ　の　納　付　書　は

　　　　年度 　　　　年度
国民健康保険料

国民健康保険料

の領収書です

の　納　付　書　で　す

納期を御確認の上、

納付してください。

この｢納付書｣を利用したコ

ンビニでの代金の受領は津

市の代理受領であり、支払 以下の場合、コンビニでは納付でき

者は請求金額を支払い本受 ません。恐れ入りますが、右に記載

領証を受け取った時点で津 の金融機関等で納付してください。

市に対する債務が履行済に

なります。 　・金額を訂正された場合

　・納期限が過ぎた場合

領収書は、少な 　・払込金額が３０万円を超え

くとも５年間は 　　る場合

必ず保管してく 　・バーコード読み取りがで

ださい。 　　きない場合



 第１８号様式（裏）を次のように改める。 



（裏） 

国民健康保険料について 

1 賦課の根拠及び納付義務者 

この保険料は、国民健康保険法及び津市国民健康保険条例に基づき、被保険者の属する世帯の世帯主（世帯主が国保に加入していない

場合でも、世帯員の誰かが加入していればその世帯主）に課せられます。 

2 保険料算出について 

国民健康保険料＝ 基礎賦課額＋ 後期高齢者支援金等賦課額＋ 介護納付金賦課額 

 基礎賦課額＝所得割額※1＋被保険者均等割額＋世帯別平等割額 

 後期高齢者支援金等賦課額＝所得割額※1＋被保険者均等割額＋世帯別平等割額 

 介護納付金賦課額※2＝所得割額※1＋被保険者均等割額＋世帯別平等割額 

※1 所得割額の計算方法 

所得割額＝基準総所得額（所得合計額－基礎控除額 33万円）×所得割料率 

世帯の所得割額を算出する際は、加入者全員について算出し、合算した額となります。 

※2 介護納付金賦課額 

介護保険第 2号被保険者（40歳以上 65歳未満）に該当する場合に賦課します。 

賦課限度額（  万円）＝基礎賦課限度額（  万円）＋後期高齢者支援金等賦課限度額（  万円）＋介護納付金賦課限度額（  万円） 

3 保険料の軽減について 

所得金額が一定額以下の世帯は、被保険者均等割額と世帯別平等割額を減額します。 

※65 歳以上の公的年金受給者は、公的年金所得金額から 15万円を控除した額が軽減を判定する額になります。 

4 後期高齢者医療制度に伴う保険料緩和措置 

 旧被扶養者 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療被保険者になったことにより国保加入した 65歳以上の方。 

減免申請により当分の間減額（所得割賦課なし、被保険者均等割半額、旧被扶養者のみの世帯は世帯別平等割額半額（7 割・5 割軽減優

先）します。 

軽減割合 被保険者に係る所得合算額 

7  割 33 万円以下 

5  割 33 万円＋24.5 万円×被保険者数 以下 

2  割 33 万円＋45 万円×被保険者数 以下 



 特定同一世帯所属者 ※3と世帯を同じくする国保加入者 

※3 国保被保険者から後期高齢者医療被保険者になった方で、継続して国保世帯に属する方（年齢制限なし）。 

特定同一世帯所属者を軽減判定に含めて判定（最大 5 年間）します。また、国保に単身で被保険者となる方がいる場合、世帯別平等

割額を減額（最初の 5年間は半額、それ以降の 3年間を 4分の 1、最大 8年間）、軽減該当者は減額後さらに軽減適用します。 

5 不服がある場合 

この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 60 日以内に三重県国民健康保険審査会に対して審査請求

をすることができます。 

また、この審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、津市を被告として処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

なお、この訴えは、前記の審査請求に対する裁決を受けた後でなければ提起することができないこととされていますが、行政事件訴訟法

第 8条第 2項各号のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで、訴えを提起することができます。 

6 滞納した場合 

 延滞金 

納期限までに保険料が納入されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、保険料額（1,000 円未満の端数があ

るとき、又はその全額が 2,000 円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に年 14.6 パーセント（納期限の翌日から

１箇月を経過する日までの期間については、年 7.3 パーセント）の割合（当該年の前年に租税特別措置法第 93 条第 2 項の規定により告示

された割合に年 1 パーセントの割合を加算した割合（以下「特例基準割合」といいます。）が年 7.3 パーセントの割合に満たない場合に

は、その年（以下「特例基準割合適用年」といいます。）中においては、年 14.6 パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合に年 7.3 パーセントの割合を加算した割合とし、年 7.3 パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年 1 パーセ

ントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年 7.3 パーセントの割合を超える場合には、年 7.3 パーセントの割合）とします。）を

乗じて計算した金額が加算されます。 

 督促手数料 

納期限までに完納されないと 20 日以内に督促状を発送しますが、その場合は督促手数料 80 円を加算して納付しなければなりません。 

 滞納処分 

 督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納しないときは、滞納処分を受けることがあります。 

7     年度仮徴収保険料額について 

国民健康保険料は、前年の所得金額によって決定しますので、前年所得金額が確定し、保険料を決定するまでは、暫定的な金額で国民

健康保険料を年金から仮徴収することとなります。仮徴収となる各月の保険料額は、    年  月に年金天引きされる金額と同じで

す。仮徴収額が変更となる場合や、    年度国民健康保険料額を決定する場合は、別途通知します。 



 第１９号様式（裏）を次のように改める。 



（裏） 

国民健康保険料について 

1 賦課の根拠及び納付義務者 

この保険料は、国民健康保険法及び津市国民健康保険条例に基づき、被保険者の属する世帯の世帯主（世帯主が国保に加入していない

場合でも、世帯員の誰かが加入していればその世帯主）に課せられます。 

2 保険料算出について 

国民健康保険料＝ 基礎賦課額＋ 後期高齢者支援金等賦課額＋ 介護納付金賦課額 

 基礎賦課額＝所得割額※1＋被保険者均等割額＋世帯別平等割額 

 後期高齢者支援金等賦課額＝所得割額※1＋被保険者均等割額＋世帯別平等割額 

 介護納付金賦課額※2＝所得割額※1＋被保険者均等割額＋世帯別平等割額 

※1 所得割額の計算方法 

所得割額＝基準総所得額（所得合計額－基礎控除額 33万円）×所得割料率 

世帯の所得割額を算出する際は、加入者全員について算出し、合算した額となります。 

※2 介護納付金賦課額 

介護保険第 2号被保険者（40歳以上 65歳未満）に該当する場合に賦課します。 

賦課限度額（  万円）＝基礎賦課限度額（  万円）＋後期高齢者支援金等賦課限度額（  万円）＋介護納付金賦課限度額（  万円） 

3 保険料の軽減について 

所得金額が一定額以下の世帯は、被保険者均等割額と世帯別平等割額を減額します。 

※65 歳以上の公的年金受給者は、公的年金所得金額から 15万円を控除した額が軽減を判定する額になります。 

4 後期高齢者医療制度に伴う保険料緩和措置 

 旧被扶養者 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療被保険者になったことにより国保加入した 65歳以上の方。 

減免申請により当分の間減額（所得割賦課なし、被保険者均等割半額、旧被扶養者のみの世帯は世帯別平等割額半額（7 割・5 割軽減優

先）します。 

軽減割合 被保険者に係る所得合算額 

7  割 33 万円以下 

5  割 33 万円＋24.5 万円×被保険者数 以下 

2  割 33 万円＋45 万円×被保険者数 以下 



 特定同一世帯所属者 ※3と世帯を同じくする国保加入者 

※3 国保被保険者から後期高齢者医療被保険者になった方で、継続して国保世帯に属する方（年齢制限なし）。 

特定同一世帯所属者を軽減判定に含めて判定（最大 5 年間）します。また、国保に単身で被保険者となる方がいる場合、世帯別平等

割額を減額（最初の 5年間は半額、それ以降の 3年間を 4分の 1、最大 8年間）、軽減該当者は減額後さらに軽減適用します。 

5 不服がある場合 

この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 60 日以内に三重県国民健康保険審査会に対して審査請求

をすることができます。 

また、この審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、津市を被告として処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

なお、この訴えは、前記の審査請求に対する裁決を受けた後でなければ提起することができないこととされていますが、行政事件訴訟法

第 8条第 2項各号のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで、訴えを提起することができます。 

6 滞納した場合 

 延滞金 

納期限までに保険料が納入されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、保険料額（1,000 円未満の端数があ

るとき、又はその全額が 2,000 円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に年 14.6 パーセント（納期限の翌日から

１箇月を経過する日までの期間については、年 7.3 パーセント）の割合（当該年の前年に租税特別措置法第 93 条第 2 項の規定により告示

された割合に年 1 パーセントの割合を加算した割合（以下「特例基準割合」といいます。）が年 7.3 パーセントの割合に満たない場合に

は、その年（以下「特例基準割合適用年」といいます。）中においては、年 14.6 パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合に年 7.3 パーセントの割合を加算した割合とし、年 7.3 パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年 1 パーセ

ントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年 7.3 パーセントの割合を超える場合には、年 7.3 パーセントの割合）とします。）を

乗じて計算した金額が加算されます。 

 督促手数料 

納期限までに完納されないと 20 日以内に督促状を発送しますが、その場合は督促手数料 80 円を加算して納付しなければなりません。 

 滞納処分 

 督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納しないときは、滞納処分を受けることがあります。 

7     年度仮徴収保険料額について 

国民健康保険料は、前年の所得金額によって決定しますので、前年所得金額が確定し、保険料を決定するまでは、暫定的な金額で国民

健康保険料を年金から仮徴収することとなります。仮徴収となる各月の保険料額は、    年  月に年金天引きされる金額と同じで

す。仮徴収額が変更となる場合や、    年度国民健康保険料額を決定する場合は、別途通知します。 



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



津市告示第１７１号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２６年７月１日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２３４３３３ 平成２５年１１月６日 平成２６年６月２日

０１６６５５３ 平成２５年１０月１日 平成２６年６月４日



津市告示第１７２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成９年河芸町告示第１０９８号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

 平成２６年７月１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  上野自治会 

  三重県津市河芸町上野７８３番地 

   代表者 前田 紀男 

２ 変更に係る事項  

(1)  地縁による団体の区域 

変 更 前 三重県津市河芸町上野のうち別表に定める町の全域 

新町 北町 片町 白山町 鍛冶町 禰宜町 中町 住吉町

須崎町 南町 東町 中須町 緑町 

変 更 後 三重県津市河芸町上野のうち別表に定める町の全域 

新町 北町 片町 白山町 鍛冶町 禰宜町 中町 住吉町

須崎町 南町 東町 中須町 緑町 南ヶ丘団地 

 ３ 変更の理由及び年月日 

区域の見直しにより、平成２６年４月２７日の町内会長会議において議

決されたため。 



津市告示第１７３号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２６年７月３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

海岸町地内 １ 平成２６年 ６月 ３日 

安濃町太田地内 １ 平成２６年 ６月 ４日 

半田地内 １ 平成２６年 ６月 ４日 

中河原地内 １ 平成２６年 ６月 ６日 

桜橋地内 １ 平成２６年 ６月 ６日 

垂水地内 １ 平成２６年 ６月 ９日 

一身田平野地内 １ 平成２６年 ６月１１日 

本町地内 １ 平成２６年 ６月１２日 

南が丘地内 ２ 平成２６年 ６月１３日 

阿漕町地内 １ 平成２６年 ６月１７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月１８日 

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 １６ 平成２６年 ６月１９日 

白塚駅前公共自転車等駐車場 ５１ 平成２６年 ６月１９日 

栄町地内 １ 平成２６年 ６月１９日 

中河原地内 １ 平成２６年 ６月２０日 

桜田町地内 １ 平成２６年 ６月２０日 

安濃町清水地内 １ 平成２６年 ６月２０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月２３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年 ６月２３日 

津駅西第一公共自転車等駐車場 ３９ 平成２６年 ６月２３日 

津駅西第二公共自転車等駐車場 １４ 平成２６年 ６月２３日 

津駅西第三公共自転車等駐車場 ３ 平成２６年 ６月２３日 

大倉地内 １ 平成２６年 ６月２３日 



津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月２４日 

下弁財町津興地内 ２ 平成２６年 ６月２５日 

船頭町津興地内 ３ 平成２６年 ６月２４日 

納所町地内 １ 平成２６年 ６月２５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月２６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ６月３０日 

久居新町地内 ２２ 平成２６年 ６月３０日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１７４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年美里村告示第２５号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２６年７月４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  北長野自治会 

  三重県津市美里町北長野１４９２番地 

   代表者 岡 喜 理 夫 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
三重県津市美里町北長野１７１２番地１ 

 前田 松之進 

変更後 
三重県津市美里町北長野１４９２番地 

 岡 喜理夫 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が平成２６年４月１２日の総会により変更になっ

たため 



津市告示第１７５号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書及び充当通知書は、住所居所不明

のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公

示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年７月４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 差押調書（謄本）、配当

計算書及び充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１７６号 

 下記の者の市民税・県民税督促状は、住所居所不明のため、送達することが

できないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年７月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○ ○○○ 平成２２年度固定資産

税・都市計画税４期督促

状 

平成２３年度固定資産

税・都市計画税１・２・

３・４期督促状 

平成２４年度固定資産

税・都市計画税１・２・

３・４期督促状 

平成２５年度固定資産

税・都市計画税１・２・

３・４期督促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１７７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第３２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

平成２６年７月９日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

新家町自治会 

  三重県津市新家町１５０３番地 

代表者 鵜 飼 耕 三 

２ 変更に係る事項 

 事務所の所在地 

変更前 三重県津市新家町１６８０番地１ 

変更後 三重県津市新家町１５０３番地 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
奥 田 和 男 

三重県津市新家町１６８０番地１ 

変更後 
鵜 飼 耕 三 

三重県津市新家町１５０３番地 

３ 変更の理由及び年月日 

平成２６年４月６日の定期総会において代表者が選任されたため。 



津市告示第１７８号 

 平成２６年度津市一般廃棄物処理実施計画を定めたので、津市廃棄物の減量

及び処理等に関する条例（平成１８年津市条例第１４４号）第１０条第１項の

規定に基づき、次のとおり告示する。  

  平成２６年７月１０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   



平成２６年度津市一般廃棄物処理実施計画 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び津市廃棄物の減量及び処理等に関す

る条例の規定に基づく、津市一般廃棄物処理実施計画を以下のとおり定める。

１ 計画期間

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

２ 計画区域

津市全域

３ 排出量の見込み         〔ごみ（ｔ）、し尿・浄化槽汚泥（ｋｌ）〕

家庭系ごみ 
事業系 

ごみ ごみ計 し尿 
浄化槽 

汚泥 
可燃 不燃 資源 可燃 

26年度計画 50,317 6,996 14,524 31,972 104,165 20,000 67,000

25年度実績 51,125 7,112 14,336 33,224 105,797 20,418 67,489

４ 排出の抑制

 市民の役割  

   市民の役割としては、自らがごみの排出者であることの自覚を持ち、ご

みを減らし、ごみを出さない工夫を行うことが求められる。 

 事業者の役割  

   事業者の役割としては、ごみの発生抑制・減量化に努め、事業活動に伴

って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが求められる。

   また、再生しやすい商品の開発や販売を行うとともに、積極的な資源回

収への協力を行うことが求められる。

 行政の役割  

   行政の役割としては、ごみ「ゼロ」社会に向けた行動を率先して行うと

ともに、市内における循環型社会の形成を推進するために必要な施策の展

開、啓発等を行うことが求められる。

 市民・事業者・行政の協働取組  

   市民（ＮＰＯ法人等の各種団体を含む）・事業者・行政の３者が一体とな

って相互に協力・連携を図り、ごみゼロ社会に向けて３Ｒを推進する。 



５ 分別の区分と処理方法

分別区分 処理方法 
処理施設等 

一次処理 二次処理 

燃やせるごみ 焼却

西部クリーンセンター
民間事業者によ

る資源化
クリーンセンターおおたか

燃やせないごみ 埋立 白銀環境清掃センター

―

蛍光管・乾電池 リサイクル 処理委託

新聞

リサイクル 売却

雑誌

ダンボール

飲料用紙パック

衣類・布類

ペットボトル

圧縮・梱包

白銀環境清掃センター

指定法人へ引渡
容器包装

プラスチック

その他

プラスチック
埋立 ―

金属 破砕・選別 売却

びん 選別 指定法人へ引渡



６ 排出方法と収集回数

ごみの分別区分 ごみの出し方 収集回数 収集運搬主体 

燃やせるごみ 透明または半透明の袋 週２回 市・委託業者

燃やせないごみ

透明または半透明の袋

（袋に入らない場合は

そのまま）

月１回 市・委託業者

蛍光管・乾電池

（蛍光管）蛍光管が入っ

ていた箱等

（乾電池）透明または半

透明の袋

月１回 市・委託業者

容器包装

プラスチック
透明または半透明の袋 週１回 市・委託業者

その他

プラスチック
透明または半透明の袋

（袋に入らない場合は

そのまま）

月１回 市・委託業者

金属 月２回 市・委託業者

新聞

品目別に束ねて、ひもで

十文字に縛る

月１回 市・委託業者

雑誌 月１回 市・委託業者

ダンボール 月１回 市・委託業者

飲料用紙パック 月１回 市・委託業者

衣類・布類

透明または半透明の袋

月１回 市・委託業者

ペットボトル 月１回 市・委託業者

びん 月１回 市・委託業者

※事業系一般廃棄物については、家庭系ごみに準じて分別し、事業者自らまた

は許可業者により収集運搬を行う。



７ エコ・ステーション

  資源のリサイクルを図るため「エコ・ステーション」を設置する。

施設名 搬入可能日時 搬入可能品目 

明神リサイクルストッ

クヤード

水曜日、土曜日、日曜日

（12/29～1/3 を除く）

午前８時３０分～

午後４時３０分

新聞、雑誌、ダンボール、

飲料用紙パック、衣類・

布類、びん、ペットボト

ル、小型電子機器、パソ

コン、容器包装プラスチ

ック、その他プラスチッ

ク

西部クリーンセンター

月曜日～金曜日、日曜日

（祝日、12/31～1/3 を除く）

午前９時～午後０時、

午後１時～午後４時

新聞、雑誌、ダンボール、

飲料用紙パック、衣類・

布類、ペットボトル、小

型電子機器、パソコン

河芸エコ・ステーショ

ン

火・木・土・日曜日

12/29、12/30

（12/31～1/3 を除く）

午前８時３０分～

午後４時３０分

（12/30 は午後０時まで）

香良洲エコ・ステーシ

ョン

月・火・木～日曜日

12/29、12/30

（12/31～1/3 を除く）

午前７時３０分～午後０時、

午後１時３０分～

午後４時４５分

（12/30 は午後０時まで）

津中央エコ・ステーシ

ョン

土・日曜日、12/29、12/30

（津まつりなどの開催時、

12/31～1/3 を除く）

午前９時～午後３時

（12/30 は午後０時まで）



一志エコ・ステーショ

ン

土・日曜日、12/29、12/30

（イベント開催時、12/31～

1/3 を除く）

午前９時～午後３時

（12/30 は午後０時まで）

８ 処理施設の状況

可燃系ごみ処理施設

施設名 処理方式等 処理能力 

西部クリーンセンター 連続焼却式焼却炉 ２４０ｔ/２４時間

クリーンセンターおおたか 連続焼却式焼却炉 １９５ｔ/２４時間

  不燃系・資源系ごみ処理施設

施設名 処理方式等 処理能力 

白銀環境清掃センター 

ハンマーシュレッダー縦型

破砕機 
７５ｔ/日 

びん３色機械選別機 ３０ｔ/日 

ペットボトル圧縮減容、梱

包設備 
１２．５ｔ/日 

プラスチック圧縮減容、梱

包設備 
３４ｔ/日 

管理型最終処分場 
計画埋立容量 

1,570,000  

  し尿処理施設 

施設名 処理方式等 処理能力 

安芸・津衛生センター
膜分離高負荷脱窒素処理

方式＋高度処理
１８８ｋｌ/日

クリーンセンターくもず
膜分離高負荷脱窒素処理

方式＋高度処理
１４０ｋｌ/日

※し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬は、区域指定された許可業者により行う。



津市告示第１７９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平

成２６年６月２３日に市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２６年７月９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

平成２６年６月２３日に議決を経た予算 

  平成２６年度津市一般会計補正予算（第１号） 



平成２６年度津市一般会計補正予算（第１号） 

 平成２６年度津市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５３，９６０千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１１，３７２，２５０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                      津市長 前 葉 泰 幸   



歳  入 (単位：千円)

款 項

16 県 支 出 金 5,964,864 49,100 6,013,964 

 2 県 補 助 金 1,877,012 46,000 1,923,012 

 3 委 託 金 518,048 3,100 521,148 

19 繰 入 金 9,004,852 81,360 9,086,212 

 2 基 金 繰 入 金 8,998,341 81,360 9,079,701 

21 諸 収 入 910,448 23,500 933,948 

 5 雑 入 721,105 23,500 744,605 

111,218,290 153,960 111,372,250 

歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 議 会 費 645,487 △4,320 641,167 

 1 議 会 費 645,487 △4,320 641,167 

 2 総 務 費 14,003,211 32,951 14,036,162 

 1 総 務 管 理 費 11,950,680 32,951 11,983,631 

 3 民 生 費 36,658,809 57,330 36,716,139 

 1 社 会 福 祉 費 17,298,542 57,330 17,355,872 

 6 農 林 水 産 業 費 2,701,694 50,150 2,751,844 

 1 農 業 費 1,943,349 50,150 1,993,499 

10 教 育 費 11,351,804 17,849 11,369,653 

 1 教 育 総 務 費 1,950,928 3,100 1,954,028 

 3 中 学 校 費 1,965,863 14,749 1,980,612 

111,218,290 153,960 111,372,250 歳 出 合 計

第１表　歳入歳出予算補正

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計



津市告示第１８０号 

 下記の者の平成２６年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年７月１１日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○ ○○○ ○○ ○

○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



津市告示第１８１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年７月１４日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 １０２９ 桜ケ丘団地１７号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市久居桜が丘町 1730 番 198 地先から

津市久居桜が丘町 1730 番 216 地先まで
旧 5.4～10 308.0 

津市久居桜が丘町 1730 番 198 地先から

津市久居桜が丘町 1730 番 216 地先まで
新 5.4～10 282.8 



津市告示第１８２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年７月１４日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 ７０８５ 高茶屋小森町里ノ上第１号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市高茶屋七丁目 3910 番 2 地先から 

津市高茶屋七丁目 3940 番地先まで 
旧 2.8～2.8 52.0 

津市高茶屋七丁目 3910 番 2 地先から 

津市高茶屋七丁目 3940 番地先まで 
新 4.0～6.0 52.0 



津市告示第１８３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基づ

き、下記のとおり地縁による団体を許可したので、同条第１０項の規定により

告示する。 

平成２６年７月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 名称  平木区自治会 

２ 規約に定める目的 

   本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好

な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

 通知配布、回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

 美化・清掃等区域内の環境の整備 

 自治会集会所及び財産の維持管理 

 区域内の道路、街路灯整備、修理 

 区域内の防火、防犯、防災活動 

 文化レクレーション活動 

３ 区域 

  津市美里町平木３２８番地１から 

  同  所   ９５４番地まで 

４ 事務所 

平木多目的集会所及び自治会長宅 

５ 代表者の氏名及び住所 

  野田 眞嗣  津市美里町平木９４８番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 認可年月日 

  平成２６年７月１４日 



津市告示第１８４号 

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。 

  平成２６年７月１５日 

                 津市長 前 葉 泰 幸   

指定した工事店 

工 事 店 名 所   在   地 指  定  期  間 

森川鉄工所 
松阪市嬉野算所町 

８２番地１ 

平成２６年７月１５日から 

平成３０年３月３１日まで 



津市公告第９６号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

  平成２６年７月１日 

                     津市長 前 葉 泰 幸    

１ 入札に付する事項 

 件  名 消防ポンプ自動車の購入 

 規  格 詳細は仕様書参照 

 数  量 ７台 

 納入期限 平成２７年２月２７日 

 納入場所 津市消防本部（津市久居明神町２２７６番地） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とします。 

  施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

  本公告日において、平成２６年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・ 

業務委託）に、「特殊車両（消防車）」を希望業種とし、市内又は準市内

業者として登載されていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

３ 入札参加者心得、契約条項、仕様書その他入札に必要な事項を示す期間及

び場所 

 期 間  平成２６年７月１日から同月１８日まで(土日祝日を除く) 

 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 



 場 所  津市消防本部消防総務課 

４ 質疑等の受付 

 提出期限 

平成２６年７月９日 正午まで 

 方 法 

質疑等は、公告において示す参加資格要件を有する者に限って指定の質 

問書により持参若しくはＦＡＸで受け付けます。電話、口頭、電子メール

等によるものや、提出期限を過ぎて提出されたものは受け付けません。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限必着とし、必ず電話により着

信の確認を行ってください。 

 提出場所 津市消防本部消防総務課 

  入札参加者は、入札後において、仕様書等（仕様書、関係書類、図面、

現場がある場合はそれらを含む。）についての不明を理由として異議を申

し立てることができないため、質問がある場合は、上記のとおり期限まで

に質問書を提出してください。 

５ 質疑等に対する回答 

  質疑等に対する回答は、平成２６年７月１４日から同月１７日までの期間

に、回答書を津市消防本部消防総務課で配付します。 

  回答に当たっては、質疑等を行った者の名称等は公表しません。また、意 

見の表明と解されるものについては、回答しない場合があります。 

  なお、回答に対する再度の質問は認めませんので、質問書には質問内容を 

明確に記載し提出してください。 

６ 入札参加資格の確認等 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書を

提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期限  平成２６年７月１８日 午後５時１５分まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

   津市条件付一般競争入札参加申込書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文

書により通知します。 

７ 入札及び開札の日時 

  平成２６年７月２５日 午後３時００分から 



８ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部会議室（２階） 

９ 入札保証金 

  免除 

10 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

11 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。 

ただし、規則第２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は免除としま

す。 

12 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 

 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 最低価格入札者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定しま

す。 

 落札者は、仮契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出

してください。 

 この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札 

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意 

の上、入札を行ってください。 



【問い合わせ先】 

津市消防本部 消防総務課企画調整担当 

電話番号 ０５９－２５４－０３５３ 

ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 



津市公告第９７号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

  平成２６年７月１日 

                     津市長 前 葉 泰 幸    

１ 入札に付する事項 

 件  名 小型動力消防ポンプ付積載車の購入 

 規  格 詳細は仕様書参照 

 数  量 ５台 

 納入期限 平成２７年２月２７日 

 納入場所 津市消防本部（津市久居明神町２２７６番地） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とします。 

  施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

  本公告日において、平成２６年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・ 

業務委託）に、「特殊車両（消防車）」を希望業種とし、市内又は準市内

業者として登載されていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

３ 入札参加者心得、契約条項、仕様書その他入札に必要な事項を示す期間及

び場所 

 期 間  平成２６年７月１日から同月１８日まで(土日祝日を除く) 

 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 



 場 所  津市消防本部消防総務課 

４ 質疑等の受付 

 提出期限 

平成２６年７月９日 正午まで 

 方 法 

質疑等は、公告において示す参加資格要件を有する者に限って指定の質 

問書により持参若しくはＦＡＸで受け付けます。電話、口頭、電子メール

等によるものや、提出期限を過ぎて提出されたものは受け付けません。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限必着とし、必ず電話により着

信の確認を行ってください。 

 提出場所 津市消防本部消防総務課 

  入札参加者は、入札後において、仕様書等（仕様書、関係書類、図面、

現場がある場合はそれらを含む。）についての不明を理由として異議を申

し立てることができないため、質問がある場合は、上記のとおり期限まで

に質問書を提出してください。 

５ 質疑等に対する回答 

  質疑等に対する回答は、平成２６年７月１４日から同月１７日までの期間

に、回答書を津市消防本部消防総務課で配付します。 

  回答に当たっては、質疑等を行った者の名称等は公表しません。また、意 

見の表明と解されるものについては、回答しない場合があります。 

  なお、回答に対する再度の質問は認めませんので、質問書には質問内容を 

明確に記載し提出してください。 

６ 入札参加資格の確認等 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書を

提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期限  平成２６年７月１８日 午後５時１５分まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

   津市条件付一般競争入札参加申込書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文

書により通知します。 

７ 入札及び開札の日時 

  平成２６年７月２５日 午後３時１５分から 



８ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部会議室（２階） 

９ 入札保証金 

  免除 

10 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

11 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。 

ただし、規則第２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は免除としま

す。 

12 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 

 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 最低価格入札者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定しま

す。 

 落札者は、仮契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出

してください。 

 この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札 

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意 

の上、入札を行ってください。 



【問い合わせ先】 

津市消防本部 消防総務課企画調整担当 

電話番号 ０５９－２５４－０３５３ 

ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 



津市公告第９８号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年７月１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年６月２６日

２ 抑留期間 平成２６年７月３日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市白山町

岡 
柴 茶白 雌 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第９９号

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５８条第１項の規定による津

都市計画事業津駅前北部土地区画整理審議会の委員の選挙期日を平成２６年９

月２８日と定めましたので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）

第１９条の規定により公告します。

  平成２６年７月３日

                      津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１００号 

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５８条第１項の規定による

津都市計画事業津駅前北部土地区画整理審議会の委員の選挙に係る選挙人名簿

を次のとおり公衆の縦覧に供しますので、土地区画整理法施行令（昭和３０年

政令第４７号）第２１条第２項において準用する同令第３条の規定により公告

します。 

  平成２６年７月３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸  

１ 縦覧期間 

  平成２６年７月３０日から同年８月１２日まで 

２ 縦覧場所 

  津市上浜町一丁目３９番地２ 

  津駅前北部土地区画整理事務所 

３ 縦覧時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 



津市公告第１０１号 

 三重短期大学の教員を次のとおり募集します。 

  平成２６年７月８日 

                     津市長 前 葉 泰 幸 

１ 採用職 

教授 

２ 専門分野 

栄養学 

３ 担当科目 

栄養学・栄養学実験、生化学・生化学実験及び関連科目 

４ 採用人員 

１名 

５ 応募資格 

以下の 及び の条件を満たし、かつ 又は に該当する者。

 博士の学位を有する者。 

 担当予定科目の教育内容に関して、５年以上の教育研究歴を有する者。 

 採用時に、大学において教授として１年以上の経歴がある者、又は准教

授として５年以上の経歴があり、教育及び研究上の業績がある者。 

 大学以外の教育研究機関等においては、 に準ずる研究上の業績があり、

教育上の識見を有する者。 

６ 採用時期 

平成２７年４月１日（予定） 

７ 給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところによる。 

８ 公募締切 

平成２６年９月２９日（月）（午後５時までに必着のこと。） 

９ 面接日 

平成２６年１２月１３日（土）（面接者には１１月２０日(木)若しくは１１

月２１日（金）にメールで連絡します。交通費は支給しません。） 

10 提出書類 

 応募書類一覧表 

 履歴書（写真を貼付し、連絡先を明記してください。） 



 教育研究業績書 

 主要な著書、論文等の別刷り、又はその写し５点以内 

 研究業績のうち当該担当科目に関する主要なもの３点の概要（各 800 字

程度） 

 教育・研究に関する抱負（1,000 字程度） 

 最終学歴を証明する書類（学位記の写し可） 

＊ 推薦状がある場合は添付してください。 

＊  の教育研究業績書は指定の様式を使用してください。 

（本学ホームページ（http://www.tsu-cc.ac.jp）よりダウンロード可） 

11 選考方法 

本学教授会において審議のうえ決定します。 

12 その他 

採用後は津市又はその周辺等に居住できること。 

13 書類提出先 

〒514-0112 三重県津市一身田中野 157 番地 

三重短期大学学長宛 

（封筒の表に「栄養学専任教員応募書類在中」と朱書きしてください。） 

14 問い合わせ先 

三重短期大学 大学総務課総務担当 

電 話 ０５９－２３２－２３４１（代） 

ＦＡＸ ０５９－２３２－９６４７ 

Ｅ-ｍａｉｌ 232-2341@city.tsu.lg.jp

（ただし、問い合わせは原則としてＦＡＸ又はＥ-ｍａｉｌとします。) 



津市公告第１０２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年７月８日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年７月４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市雲出本郷町字北ノ端１５２７番１ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

  代表取締役 井阪 隆一 



津市公告第１０３号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２６年７月９日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定にかかる道路の種類 

   第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日  

平成２６年７月４日 

３ 指定道路の位置 

津市久居新町６０３番９ 

４ 指定道路の延長及び幅員 

延長  ２２．４メートル 

幅員  ６．０～６．６メートル 



津市公告第１０４号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２６年７月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  













































































津市水道局告示第９号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第４項

の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したの

で、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程

第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２６年７月１０日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明 

名 称 所 在 地 指定年月日 

福原水道 三重県伊勢市二見町光の街 1027 番地 5 平成２６年６月２６日 



津市水道局公告第７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２６年７月７日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明  

記 

別紙のとおり 





























津市消防本部告示第１号 

 津市火災予防条例（平成１８年津市条例第２６０号）第４２条の２第１項の

規定により、大規模なものとして消防長が別に定める要件を次のとおり定める。 

  平成２６年７月１日 

                    津市消防長 山 口 精 彦 

大規模な催しが開催可能な公園、海岸、道路及びその他の場所を会場として

開催される催しのうち、主催する者が出店を認める露店等の数が１００店舗を

超える規模の催しとして計画されている催しとする。 

 ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 



津市消防本部告示第２号 

 津市火災予防条例（平成１８年津市条例第２６０号）第４２条の２第１項の

規定により、指定催しを次のとおり指定する。 

  平成２６年７月１０日 

                    津市消防長 山 口 精 彦 

１ 指定催し 

 第６３回津花火大会２０１４ 

 サマーフェスタインひさい 

 津まつり 

２ 指定期間 

 それぞれの指定催しに対し、指定の日から当該指定催しが終了する日まで

とする。 



津市選挙管理委員会告示第３９号 

 津市農業委員会選挙投票区（平成１８年津市選挙管理委員会告示第１２号）

の一部を次のように改正する。 

  平成２６年７月１０日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

 表津地区・高野尾投票区の項中「高野尾町」の次に「、豊が丘一丁目、豊が

丘二丁目、豊が丘三丁目、豊が丘四丁目、豊が丘五丁目」を加える。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 



津市選挙管理委員会告示第４０号

 平成２６年８月５日執行予定の白山町土地改良区総代会総代選挙における候

補者届等の書類を選挙長に提出すべき場所を次のとおり定めたので告示する。 

  平成２６年７月１０日 

                     津市選挙管理委員会 

                     委員長 坂 口 賢 次

 提出場所  白山町土地改良区事務所
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津市監査委員告示第５号 

平成２６年５月８日付けで提出された住民監査請求書について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定に基づく監査の結果を、

同年７月２日付けで下記のとおり請求人（代理人）に通知したので、同項の規

定に基づき、公表する。 

平成２６年７月２日

津市監査委員 高 松 和 也 

                                    津市監査委員  駒 田 修 一 

                                    津市監査委員 安 藤 友 昭 

                                    津市監査委員 伊 藤 康 雄 

記 

第１ 請求の受理 

１ 受理年月日 

住民監査請求書は、平成２６年５月８日付けで受理した。 

２ 請求人の住所・氏名 

津市 濱 村 照 道

津市 濱 村 妙 香

津市 大 谷 剛 三

津市 大 谷 町 子

津市 大 内 慧津子

津市 大 谷 嘉 里

津市 脇 谷 吉 江

津市 脇 谷 千津子 

津市 谷 田 好 美

津市 西 尾 美代子

津市 黒 岩 敏 榮 

津市 坂 本 英 夫

３ 代理人 

 津市丸之内３３番２６号（三重合同法律事務所）

弁護士 村 田 正 人



- 2 - 

  津市栄町三丁目１４１番地１ モアビル２階（ビオス法律事務所）

弁護士 木 村 夏 美

４ 請求の概要 

住民監査請求書、事実を証する書面及び平成２６年６月５日に聴取した

陳述の内容から、本件監査請求の概要は、次のとおりであると理解した。

（１）主張の要旨 

ア 新最終処分場等施設建設工事に係る公金支出の違法性

市長は、新最終処分場の計画地（以下「本件計画地」という。）を

津市美杉町下之川字高山地内に決定し、平成２５年５月２０日、３５

億５，９５０万円の請負金額で新最終処分場等施設建設工事（以下「本

件工事」という。）の工事請負仮契約を締結し、津市環境部新最終処

分場建設推進課課長（以下「現課長」という。）は平成２５年１２月

１６日、本件工事の前金として３億７，８００万円の支出命令を発し

た。

しかしながら、本件工事請負契約及び前金の支出は財務会計上の違

法があり、市は３億７，８００万円の損害を被ったとともに、本件工

事請負契約により今後、違法な公金の支出が行われる予定である。

詳述すると次のとおりである。

（ア）立地計画の不適切及び計画地選定の違法性

   他の候補地と最小経費最大効果の原則の観点、すなわち費用対効

果の検討が必要なところ、それぞれの候補地における建設等事業費

の比較を行わず、また、虚偽の情報を基に本件計画地を選定したこ

とは裁量権を逸脱し、濫用したもので違法な行為である。また、違

法工事を行わざるを得なくなったこと、買収できない土地が存在す

ること及び計画の変更があり得ることも計画地選定過程がずさんで

あったためである。

（イ）水道水源保護地に立地する不当性

   本件計画地を津市水道水源保護条例（平成１９年津市条例第６号）

に規定する水源保護地域内に選定することは、他に適切な候補地が

ない場合に限り考慮されるべきであり、他所に建設をする余地がな

いとはいえず、本件新最終処分場建設においても同条例に規定する

水道水源地の保全は図られなければならない。同条例は産業廃棄物

処理業を対象としており、新最終処分場は一般廃棄物管理型処分場
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であることから同条例の対象とはならないものの、産業廃棄物管理

型最終処分場と全く同じ構造の処分場であり、簡易水道水源及び井

戸水の汚染を引き起こす恐れは同等にあることから、市は水源保護

地域における立地を避けて計画すべき義務があり、裁量権を逸脱し、

又は濫用した違法がある。

（ウ）計画の不合理性

   貯留構造物の安全性は確立されておらず、汚水の場外への流出、

有害ガスによる重大な人身事故の発生並びに焼却灰及び焼却残さが

搬入されることにより新最終処分場が環境汚染物質の貯留庫になる

恐れがある。

そして、技術的に未完成なクローズドシステムを採用しているこ

とで、今後、予想される高額な追加投資、保守費用等について十分

検討されておらず、不十分な計画であるとともに、これらのことに

関して市民への十分な説明がなされていない。

（エ）最小経費最大効果の原則違反

新最終処分場における１立方メートル当たりの処理単価は、本件

建設工事費３５億５，９５０万円を計画埋立容量１８万立法メート

ルで除すと１万９，７７５円と高額で、ごみ処理に当該額の税金を

使うことは不合理であり、また計画の１５年の使用に耐える合理的

根拠もない。 

さらに、本件施設は敷き詰める保護土と覆土を考えると処分ごみ

を１５．５万立方メートルしか埋め立てることができず、巨額の費

用をかけて当該処分場を建設することは裁量権を逸脱し、又は濫用

した違法な行為である。

（オ）災害発生の危険性

      新最終処分場の建設により遊水地機能が失われ、また、樹木の伐

採で保水力も失われることから洪水が下流域を襲う危険性がある

にもかかわらず、十分な予測及び対策を行っていないのはずさんな

計画である。

   イ 津市新最終処分場等施設整備に係る環境影響評価猛禽類調査業務委

託契約に係る公金支出の不当性

市長は、平成２５年１月１７日、３０９万７，５００円の委託料で

津市新最終処分場等施設整備に係る環境影響評価猛禽類調査業務委
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託契約（以下「猛禽類調査委託契約」という。）を締結し、前津市環

境部新最終処分場建設推進課長（以下「前課長」という。）は、平成

２５年３月２９日猛禽類調査委託契約に係る委託料の支出命令を行

った。

しかしながら、工事中の機械の稼働及び搬入車両の騒音、振動、排

気ガス等により周辺環境は著しく変化し、希少猛禽類の営巣地として

の環境は喪失されることは明らかで、何の根拠もない回復をうたう猛

禽類調査委託契約に係る委託料の支出は税金の無駄遣いである。

   ウ 津市新最終処分場等施設整備に係る環境影響評価植物調査業務委託

契約に係る公金支出の不当性

市長は、平成２５年３月５日、４５万１，５００円の委託料で津市

新最終処分場等施設整備に係る環境影響評価植物調査業務委託契約

（以下「植物調査委託契約」という。）を締結し、前課長は、平成２

５年３月２９日植物調査委託契約に係る委託料の支出命令を行った。

しかしながら、当該植物調査については、絶滅危惧種のシャジクモ

の自生を見落とし、重要な植物について事業実施を前提とした環境保

全措置しか述べていない不十分な環境影響評価であり、植物調査委託

契約に係る委託料の支出は公金の無駄遣いである。

エ 抱き合わせ計画の不合理性

     当該計画では、計画地全体の３分の２を「里山保全ゾーン」として

残置し、散策路及び休憩施設を整備することになっているが、利用す

る市民は皆無で全く不必要な施設である。さらに、不必要な里山保全

ゾーンの土地の購入は、土地所有者から抱き合わせ購入を主張された

ため購入した無駄な土地購入であり、当該施設整備及び土地購入は最

小経費最大効果の原則に違反するものである。

  （２）請求期間経過に係る正当理由

     監査請求日は、猛禽類調査委託契約及び植物調査委託契約に係る支

出命令行為日からいずれも１年を経過しているが、請求人が当該行為

を知ったのは情報公開の開示があった平成２６年４月１０日であり、

当該開示日から１か月以内であることから正当な理由がある。

（３）求める措置の内容

ア 監査委員は、本件工事請負契約に係る損害として市長に３５億５，

９５０万円の損害賠償を行うとともに、今後支出予定の工事請負費
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の支出の差止めを市長に勧告せよ。

イ 監査委員は、本件工事請負契約に係る損害として現課長に３億７，

８００万円の損害賠償請求を行うよう市長に勧告せよ。

ウ 監査委員は、猛禽類調査委託契約に係る損害として市長及び前課

長に３０９万７，５００円の損害賠償請求を行うよう市長に勧告せ

よ。

 エ 監査委員は、植物調査委託契約に係る損害として市長及び前課長

に４５万１，５００円の損害賠償請求を行うよう市長に勧告せよ。

オ 監査委員は、本件新最終処分場の建設を中止をするよう市長に勧

告せよ。

第２ 監査の実施 

１ 監査の対象事項

  本件監査請求の監査の対象事項について、本件監査請求は、適法な監査

請求であるか否か、適法な監査請求であると認めたときは、当該適法な監

査請求に係る財務会計行為が違法行為に当たるか否か、とした。

２ 監査の手続 

本件監査請求の監査の手続について、監査対象部局を環境部新最終処分

場建設推進課とし、関係書類の提出を求めるとともに、関係職員の陳述を

聴取した。 

第３ 監査の結果 

１ 確認した事実の概要

本件監査請求について、請求人が提出した事実を証する書面、新最終処

分場建設推進課が提出した関係書類、陳述の内容等により確認した事実の

概要は、次のとおりである。

 （１）本件工事請負契約の締結について

本件工事請負契約については、平成２５年３月４日、津市公告第３１

号において本件工事に係る総合評価一般競争入札の公告が行われ、津市

新最終処分場等施設建設工事技術審査委員会において同工事落札者決定

基準書（同日公表）に基づき算出された技術評価点と価格評価点とを併

せた総合評価の結果、清水・東海土建・藤谷・三重農林特定建設工事共

同企業体（以下「落札者」という。）が落札者となった。
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平成２５年５月２０日に本件工事請負仮契約が請負代金３５億５，９

５０万円で市長と落札者の間で締結され、同年６月２６日、平成２５年

第２回市議会定例会の議決により本契約書としての効力を発した。

さらに、平成２５年９月２７日には本件工事請負費に係る９，４０２

万７，１４７円の増額を内容とした工事変更請負仮契約が締結され、同

仮契約については平成２５年第４回市議会定例会における議決により本

契約書としての効力を発した。

本件契約に基づく請負代金のうち前金の３億７，８００万円について、

現課長は平成２５年１２月１６日に支出命令を専決で決裁し、同月２４

日に支出している。

 （２）猛禽類調査委託契約の締結について

猛禽類調査については、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条第１項の規定に基づき指名競争入札を行った結果、株式会社

オオバ三重営業所と平成２５年１月１７日に委託金額３０９万７，５０

０円で猛禽類調査委託契約を締結し、前課長は、同年３月２９日に支出

命令を専決で決裁し、同年４月１１日に支出している。

（３）植物調査委託契約の締結について

植物調査については、猛禽類調査委託契約と同様、指名競争入札を行

った結果、株式会社西日本技術コンサルタント三重事務所と平成２５年

３月５日に委託金額４５万１，５００円で植物調査委託契約を締結し、

前課長は同月２９日に支出命令を専決で決裁し、同年４月１１日に支出

している。

 （４）津市最終処分場の整備に関する計画等について

   ア 津市一般廃棄物処理基本計画

     廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第６条第１項及び同法施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第１

条の３の規定に基づき策定した津市一般廃棄物処理基本計画（平成２

１年３月策定。以下「一般廃棄物基本計画」という。）は、資源化処理

ができないごみを埋立処分する量（最終処分量）について、同計画の

目標年度とする平成２９年度までに、年間８，０００トンに削減（平

成１９年度（年間１５，８８３トン）対比４９．６パーセント減）す

ることを目標とし、現最終処分場の使用期限が迫る一方で、新最終処

分場の整備は一般的に調査・計画段階を含めて５年以上必要であると
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して、平成２８年度の供用開始に向けて、新最終処分場の早期整備を

推進するとしている。

   イ 津市新最終処分場等施設整備基本計画

新最終処分場及び関連施設を整備するための基本計画として策定し

た津市新最終処分場等施設整備基本計画（平成２１年３月策定。以下

「新最終処分場基本計画」という。）は、一般廃棄物基本計画に基づく

とともに、市が平成１９年度に作成した津市新最終処分場整備構想等

検討調査報告書の内容を踏まえて定めたものである。

新最終処分場基本計画における第３章施設整備基本計画の第１節全

体計画においては、植生、水系等の自然環境要素との連携を図ること

によって、地域生態系への負荷の軽減を図るとともに、周辺景観との

融和を図るという観点を踏まえ、緩衝緑地帯の設置、残地森林の確保

等により森林の持つ多面的機能を生かした施設整備を図るとし、新最

終処分場等の施設整備の区域を本件計画地の区域として示している。

新最終処分場の埋立構造、埋立形式、構造パターン、被覆設備の基本

事項については、同章の第３節最終処分場基本計画において示し、本

件計画地の地形、地質等の条件を考慮した検討内容等については、同

節の埋立地基本形状計画及び浸出水処理施設計画において示している。

   ウ 津市新最終処分場基本・実施設計（概要）

     基本設計は平成２３年度に、実施設計は平成２４年度に行われたも

ので、いずれも安全・安心、かつ、地域や自然と調和した一般廃棄物

最終処分場の整備を設計の基本方針としている。

     実施設計概要には、施設概要をはじめ多重遮水工等の施設構造、浸

出水循環システム、環境保全対策等が示されている。

なお、実施設計概要における新最終処分場施設の概要は、次の表に

示すとおりである。

       【新最終処分場施設概要】

施設の種類 一般廃棄物最終処分場（クローズドシステム処分場）

埋立廃棄物 リサイクルセンターから出る不燃残さ

事業区域面積 約４０ｈａ

埋立面積 約１．２ｈａ

埋立容量 約１８万 （９万 ×２槽）

埋立期間 １５年 
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浸出水処理水 無放流

浸出水処理施設 処理能力 ２７．０ /日
浸出水調整槽容量 １９０ 

前処理施設 ３１．３ｔ/日
２ 結論 

監査の結果、本件監査請求について、次のとおり判断した。 

（１）本件監査請求の適法性に係る判断 

   ア 不適法な監査請求であると判断したもの 

     本件監査請求のうち、次の事項を対象とした監査請求は、不適法な 

監査請求であると判断し、監査の対象とはしなかった。 

（ア）本件工事に係る公金支出の違法性のうち、以下を理由とするも

  の

a  立地計画の不適切及び計画地選定の違法性のうち以下を理由
とするもの

（a）虚偽の情報による選考
（b）ずさんな選定過程
b  水道水源保護地に立地する不当性
c  災害発生の危険性

（イ）猛禽類調査委託契約に係る公金支出の不当性

（ウ）植物調査委託契約に係る公金支出の不当性

（エ）抱き合わせ計画の不合理性

イ 適法な監査請求であると判断したもの 

本件工事に係る公金支出の違法性のうち、以下を理由とするもの 

（ア）立地計画の不適切及び計画地選定の違法性のうち費用対効果に

おける検討の部分

（イ）計画の不合理性

（ウ）最小経費最大効果の原則違反

（２）適法な監査請求に係る判断

監査の対象とした財務会計行為について、違法行為に当たるという請

求人の主張は、是認することはできないものと判断した。

３ 結論に至った理由

  結論のうち、不適法な監査請求であると判断した理由及び適法な監査請

求に係る請求人の主張は是認できないと判断した理由については、次のと
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おりである。

（１）不適法な監査請求に係る判断理由について 

ア 本件工事に係る公金支出の違法性のうち、立地計画の不適切及び計

画地選定の違法性内の虚偽の情報による選考及びずさんな選定過程

の部分、水道水源保護地に立地する不当性並びに災害発生の危険性

（以下「計画地選定の違法性等」という。）を理由とするもの

地方自治法第２４２条第１項の規定に基づく監査請求は、地方公共

団体の長等について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る

事実があると認めるときに、当該地方公共団体が被った財産上の損害

を是正し、又は損害を被ることを防止するため、当該地方公共団体の

住民に監査請求する権能を与え、もって地方財務行政の適正な運営を

確保することを目的としたものである。このことから、監査請求の対

象が財務会計上の行為又は怠る事実に限られることは、監査請求制度

の趣旨に照らして明らかである。

本件監査請求における計画地選定の違法性等については、新最終処

分場の計画地選定の段階での財務会計行為以外の違法性及び不当性

を主張しており、本件新最終処分場建設に係る財務会計上の行為と直

接関係を持つ主張とは認められない。

このことから、計画地選定の違法性等の非財務会計行為を対象とし

た監査請求については、適法性を是認することはできないものと判断

した。

イ 猛禽類調査委託契約及び植物調査委託契約並びに当該契約に係る支

出に関する財務会計行為を対象とした監査請求

財務会計行為を対象とする監査請求期間は、地方自治法第２４２条

第２項本文において「当該行為のあった日又は終わった日から１年を

経過したときは、これをすることができない」と規定されており、監

査請求が適法であるためには、同項ただし書に規定される正当な理由

があるときを除き、監査請求期間内に行われたものでなければならな

い。また、当該行為とは、公金の支出は広義の意味において、支出負

担行為及び支出命令並びに支払といった財務会計行為の一連の手続

ではあるものの、支出負担行為及び支出命令は、普通地方公共団体の

長の権限に属する一方、支払については、会計管理者の権限に属し、

その適用される財務会計上の法令の内容も同一ではないため、それぞ
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れに独立した財務会計行為をいうものと解するべきであって、監査請

求期間は、それぞれ当該行為のあった日から各別に計算すべきものと

解するのが相当である（同趣旨：平成１４年７月１６日最高裁判所第

三小法廷判決）。

このような観点から猛禽類調査委託契約及び植物調査委託契約に係

る支出負担行為、支出命令及び支払の日付を確認すると以下のとおり

である。

［猛禽類調査委託契約］ 

支出負担行為日 平成２５年１月１７日

    支出命令日 平成２５年３月２９日 

支払日 平成２５年４月１１日

    ［植物調査委託契約］ 

支出負担行為日 平成２５年３月５日

    支出命令日 平成２５年３月２９日 

支払日 平成２５年４月１１日

以上から本件監査請求は財務会計行為のあった日から、それぞれ１

年を経過した後に行われたものであることが認められる。

     一方、正当な理由が認められるのは、当該行為が秘密裡になされ、

１年を経過して初めて明らかになった場合などが前提条件であるが、

これらの財務会計行為は公然と行われたもので秘密裡に行われたも

のではないことは明らかである。

     また、「正当な理由」の判断に当たっても、普通地方公共団体の住

民が「通常の注意力」をもってする調査ではなく、より高い「相当の

注意力」をもってする調査により客観的にみて監査請求をするに足り

る程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時

から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきも

のと解されている（昭和６３年４月２２日最高裁判所第二小法廷判

決）。 

 この点について今回の財務会計行為について検証すると、猛禽類調

査委託契約及び植物調査委託契約については、関係予算が平成２４年

第４回市議会定例会において公開の場で審議され、議決されている。

また、当該市議会定例会の模様は市ホームページにおいて市議会ライ

ブ中継が行われているほか、ケーブルテレビ（株式会社ＺＴＶ）の行
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政情報チャンネルにおいて平成２５年１月１２日から１４日まで放

映され、さらに同月１５日から１７日まで再放送が行われている。

公開の場で審議され、ホームページにおいてもライブ中継が行われ

るとともに、さらにケーブルテレビにおいて２度にわたり放映されて

いることを考慮すると、遅くともケーブルテレビにおいて放映がなさ

れて視聴が可能となった時点で、一般住民が相当の注意力をもって調

査すれば知ることができたと解することができる。

これに対し請求人は、情報公開請求の開示があったのは平成２６年 

４月１０日で、知ってから１か月以内であることから正当な理由があ

ると主張している。

地方自治法第２４２条第２項本文が監査請求の期間を定めた趣旨 

は、たとえ違法不当な財務会計上の行為であったとしても、これをい

つまでも監査請求あるいは住民訴訟の対象になり得る状態に置くこ

とは法的安定性を損ない好ましくないためであると解される（前掲昭

和６３年４月２２日最高裁判所第二小法定判決）。 

請求人が主張する情報公開請求における開示日から１か月以内で

あることが正当な理由であるという主張を認めると、実質上いつまで

も監査請求期間を認めることとなり、地方自治法が監査請求の期間を

定めた趣旨に反するものとなる。 

これらのことから判断すると、請求人が主張する正当な理由は認め

ることができず、これらの財務会計行為を対象とした監査請求は、監

査請求期間を経過してなされたものとして、不適法な監査請求である

と判断した。

ウ 抱き合わせ計画の不合理性

請求人は、里山保全ゾーンにおける散策路及び休憩施設は不必要な

施設であり、当該施設における土地の購入は利権がらみの無駄な土地

購入と主張し、当該土地購入は最小経費最大効果の原則に反する違法

なものであると主張しているが、本件監査請求については請求の趣旨

が工事請負費、猛禽類調査委託契約及び植物調査委託契約に関する損

害賠償請求並びに工事請負費の支出の差止め並びに新最終処分場の

建設中止であり、里山保全ゾーンに関しては今回の請求の趣旨と直接

関係するものではないことから、当該主張については不適法な監査請

求であると判断した。
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（２）適法な監査請求に係る判断理由について 

ア 立地計画の不適切及び計画地選定の違法性のうち費用対効果におけ

る検討

  請求人は、白山町垣内字南布引地内の候補地（以下「白山町候補地」

という。）と美杉町下之川字高山地内の候補地（以下「美杉町候補地」

という。）を費用対効果の点から比較検討を行わなかったことは裁量権

を逸脱、濫用したものであるから、計画地の決定は違法なものである

と主張している。

 当該２候補地におけるコスト面の比較としては、申請地までの運搬  

コストの見込みとして白山町候補地は１年間で１４億４００万円、美

杉町候補地は１年間で１４億９，４００万円と試算して検討している

ことが確認でき、白山町候補地の方が経済性の面では優れていること

が認められる。 

  しかしながら、逼迫した状況や新最終処分場の整備に要する期間等

の観点から、上記のコスト面での比較も含め地元合意等総合的に判断

した結果、美杉町候補地が選定されたものとなっている。

最少経費・最大効果の原則が規定されている地方自治法第２条第１

４項は、普通地方公共団体が事務を処理するに当たって最大限に努力

すべき一般的かつ抽象的な指針であると解されている。また、同項の

運用については「経費を切りつめる視点だけでなく、積極的に各種事

業の事業効果について検討、評価をするとともに、それに基づいて事

務事業の見直し、重点化等に不断に努めてゆくことが求められる」（松

本英昭『新版 逐条地方自治法』第７次改訂版 学陽書房、２０１３

年、７０頁）とされている。

今回の件について考えると、費用対効果の面も含めて検討が行われ

た結果、美杉町候補地に決定されたことが認められ、費用面のみで決

定されなかったことから直ちに違法とはなりえず、請求人が主張する

費用対効果における検討が皆無であることから立地計画が不適切で違

法な計画地選定という主張は認めることができないと判断した。

イ 計画の不合理性

  請求人は以下のことを理由として本件施設に係る計画は不合理であ

ることを主張している。

（ア）汚染水の場外流出の恐れ
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（イ）有害ガス発生による重大な人身事故の恐れ

（ウ）場内道路における人身被害の恐れ

（エ）高額な追加投資、保守費用及び委託費用

（オ）焼却灰又は焼却残さ搬入による環境汚染物質の貯留庫になる恐れ

（カ）不十分な住民に対する説明

  これらのことについて以下のとおり判断した。

（ア）汚染水の場外流出の恐れ

   請求人は、貯留構造物及び遮水シートの亀裂又は破損により汚染

水が場外に流出すること、汚染水が場外に流出すると復旧作業は不

可能であり損傷した遮水シートは復元できないこと並びに浸出水が

予測を上回ったときは浸出水を場外に放流せざるを得なくなること

から当該計画の不合理性を主張している。

 当該施設の貯留槽は側壁、底版ともに水密性、強度、耐久性にお

いて遮水機能を有するコンクリートの構造物であり、一般廃棄物の

最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定

める省令（昭和５２年厚生省令第１号。以下「技術上の基準を定め

る省令」という。）に基づいて設計されている。 

さらに、安全性を向上させるために底面を２重の、また壁面を１

重の遮水シートでそれぞれ覆うとともに、万一の場合には漏水検知

システムにより迅速な対応ができることとなっている。

 請求人は遮水シートの亀裂又は破損により汚染水が場外に放出

されることを懸念しているが、当該施設は、天候に影響を受けない

被覆型のクローズドシステム処分場で、貯留構造物として厚さ１．

２５メートルから３メートルのコンクリートピットを設置すると

ともに、コンクリートピット内面を遮水シートで覆う遮水構造であ

ること、さらに、より安全性を向上させるため漏水検知システムを

設置していることから、浸出水が場外に流出することのないよう最

大限留意した構造となっており、万が一、遮水シートの外に流出し

たとしても迅速な対応ができる仕組みが整っていることが認めら

れる。

また、損傷した遮水シートの復旧は必ずしも不可能とは認められ

ない。

 さらに、請求人は浸出水量が予測を上回ったときは場外に放出せ
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ざるを得ないと懸念するが、被覆施設を設けることで、降雨の浸透

を完全に遮断するとともに、埋立槽内の浸出水は場内で浄化したう

えで循環利用する循環システムによって河川等への放流を一切行

わない施設であることが認められる。また、当該施設は浸出水量を

コントロールできると共に浸出水調整槽を設け、この利用により浸

出水を適正に浄化して循環利用することから、外部放流は行わない

ものとなっている。

このことから、請求人が主張する汚染水の場外への流出について

の主張は、的確なものではないと判断した。

（イ）有害ガス発生による重大な人身事故の恐れ

 請求人は有害ガスの発生により作業員が重大な人身事故につな

がる恐れがあると主張しているが、埋立槽底面部に５箇所、壁面部

に１３箇所のガス抜き管が設置される予定である。

 また、換気設備の設置及び発生ガスを検知するシステムの導入も

予定され、停電時においても当該設備等が稼動するよう発電機も設

置されることから、重大な人身事故を防ぐ対策は整っていることが

認められる。

このことにより請求人の主張は客観的に認められるものではな 

いと判断した。

（ウ）場内道路における人身被害の恐れ

   請求人は重機搬入路において人身被害が生じることについて懸念

しているが、当該重機搬入路は幅員が５．５メートルあり、３０セ

ンチメートル内側にガードパイプが設置される予定であることから、

安全面に配慮された構造が認められる。

よって請求人の主張は主観的なものと認めざるを得ない。

（エ）高額な追加投資、保守費用及び委託費用

 請求人は、クローズドシステム処分場は技術的に未完成なシステ

ムで、追加投資、保守費用及び委託費用が高額になることを主張し

ているが、今後における支出に関しては地方自治法等に基づいて競

争入札を行う等の方法により適正な価格決定及び支出が予定され

ている。

確かに、当該工事については平成２５年９月２７日に９，４０２

万７，１４７円の増額の工事変更請負仮契約が締結されたことが認
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められるが、当該契約については労務単価の大幅な上昇に伴うもの

で、請求人の主張する追加投資とは無関係なものである。

これらのことから、請求人が主張する高額な費用については確定

的な理由があるとは認められない。

（オ）焼却灰又は焼却残さ搬入による環境汚染物質の貯留庫になる恐

れ

 請求人は、陳述において廃棄物の洗浄は焼却灰に有効な方法であ

り、洗浄システムの導入は、焼却灰又は焼却残さが当該施設に搬入

されることを前提としたものと懸念し、搬入されないという保証は

ないと主張しているが、一般廃棄物基本計画においては、当該施設

に搬入されるのは津市リサイクルセンターから出る破砕選別後の

一般廃棄物不燃残さのみであり、焼却灰や焼却残さについては一切

当該施設への搬入を予定していない。

したがって、請求人の主張については主観的なものであり採用す

ることはできない。

   （カ）不十分な住民に対する説明

      請求人は当該施設に関する情報について住民に分かりやすく説明

されていないと主張しているものの、当該情報については広報紙、

ホームページ等において周知が図られていること及び建設地決定

前後においては、約１００回にわたり説明会が開催され、説明会で

は質疑応答も行われていることから、住民は十分な情報を得る機会

があったと考えることができ、住民に対する説明が不十分であった

という請求人の主張は認めることはできない。

ウ 最小経費最大効果の原則違反

請求人は、埋立容量と建設費用を考えると、１立方メートル当たり

１９，７７５円もの高額な処理経費が必要となることから、当該施設

を建設することは最小経費最大効果の原則に違反し、また裁量権を逸

脱し、濫用したものであると主張する。 

しかしながら、当該建設工事は地方自治法第２３４条第６項に基づ

く地方自治法施行令第１６７条の１０の２の規定による総合評価一

般競争入札に基づいて行われたもので、当該入札に参加した６者の中

から技術評価点及び価格評価点を算出した総合評価方式により業者

が決定されたものであり、３５億５，９５０万円という建設費用につ
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いても当該入札方法により合法的に決定された額であることが認め

られる。 

さらに、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき、当該金

額を請負金額とした工事請負契約の締結についての議案が市長によ

り平成２５年第２回市議会定例会に提出され、当該市議会での審議を

経て議決に至っている。 

そもそも請求人による処理単価が高額であるという主張は、何らか

の比較対象をもって高額であるというような主張ではないことから

客観的な根拠に欠けるものであり採用することができない。 

また、請求人は埋立処分の計画期間である１５年間の使用に耐えう

るかの合理的根拠がないと主張している。 

これについて埋立容量の面から考察すると、新最終処分場建設推進

課においては一般廃棄物基本計画に基づき、平成２８年度の年間埋立

処分容量を９，４３２立方メートル、平成２９年度以降については９，

０４９立方メートルと換算しており、１５年後の平成４２年度には埋

立処分容量の累計は１３６，１１８立方メートルと推計している。 

この推計については、一般廃棄物基本計画に示される中間処理施設

である津市リサイクルセンターが平成２８年度に供用開始された場

合のごみの処分量の推計値（平成２８年度は８，０２０トン、平成２

９年度は７，６９５トン、平成２９年度以降はごみの減量傾向を踏ま

え平成２９年度の処分量である７，６９５トンを推計値としている。）

を体積に換算（換算係数：１．１７６立方メートル／トン）し算出さ

れたものであり、理論的根拠が認められる。 

当該算出根拠に基づけば、仮に請求人の主張のとおり当該施設の埋

立容量が１５．５万立方メートルであったとしても、１５年間の使用

に耐えうることが理論的かつ客観的な観点から認められる。 

また、構造面においても当該施設は技術上の基準を定める省令に基

づき整備されるものであり、１５年間の使用に耐えうることができな

いとする請求人の主張には何らの合理的根拠が認められない。 

（３）まとめ 

  以上判断したとおり、本件工事に係る公金支出が違法であるという主

張は合理的かつ客観的根拠がなく、採用することはできない。 

したがって、請求人が主張する措置請求の内容は、いずれも正当な理
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由があるとは認められず、是認することはできない。 

また、請求人は陳述の際に監査委員の１人である伊藤康雄委員に関し

て、市議会において本件工事について賛成した者であることから、本件

監査請求の審査においては除斥するよう求めている。しかしながら、地

方自治法第１９９条の２の除斥の規定は、「自己若しくは父母、祖父母、

配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しく

はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件」に関して監

査委員は監査できないことを規定しており、伊藤康雄委員に関しては上

記のいずれにも該当せず、除斥する理由はないことから、当該監査請求

の結果を決定している。 

以上


